
⼀ 般 社 団 法 ⼈ み ど り 市 観 光 協 会  定 款  
 

第 1章  総  則  
(名 称 ) 

第 1条  当 法 ⼈ は 、⼀ 般 社 団 法 ⼈ み ど り 市 観 光 協 会 (以 下「 本 協 会 」と い う 。)
と 称 す る 。  
(主 た る 事 務 所 ) 

第 2条  本 協 会 は 、 主 た る 事 務 所 を 群 ⾺ 県 み ど り 市 に 置 く 。  
(⽬ 的 ) 

第 3条  本 協 会 は 、 み ど り 市 の ⽂ 化 、 歴 史 、 ⾃ 然 、 産 業 等 の 資 源 を 活 ⽤ し 、
観 光 事 業 の 振 興 発 展 を 図 る こ と に よ り 、 も っ て 地 域 経 済 の 活 性 化 及 び 地 域
⽂ 化 の 向 上 発 展 に 寄 与 す る こ と を ⽬ 的 と す る 。  
(事 業 ) 

第 4条  本 協 会 は 、 前 条 の ⽬ 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を ⾏ う 。  
(1) 観 光 宣 伝 及 び 観 光 客 の 誘 致 に 関 す る こ と  
(2) 観 光 振 興 に 資 す る イ ベ ン ト 等 の 実 施 に 関 す る こ と  
(3) 観 光 事 業 に 係 る 調 査 研 究 、 保 全 及 び 開 発 に 関 す る こ と  
(4) 観 光 関 係 機 関 及 び 団 体 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と  
(5) 旅 ⾏ 業 に 関 す る こ と  
(6) そ の 他 本 協 会 の ⽬ 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  
(公 告 の ⽅ 法 ) 

第 5条  本 協 会 の 公 告 は 、 本 協 会 の 主 た る 事 務 所 の 公 衆 の ⾒ や す い 場 所 に 掲
⽰ す る ⽅ 法 に よ り ⾏ う 。  

 
第 2章  会  員  

(種 別 ) 
第 6条  本 協 会 の 会 員 は 、 次 の 2種 と し 、 正 会 員 を も っ て ⼀ 般 社 団 法 ⼈ 及 び ⼀

般 財 団 法 ⼈ に 関 す る 法 律 (平 成 18年 法 律 第 48号 。 以 下 「 ⼀ 般 法 ⼈ 法 」 と い
う 。 )上 の 社 員 と す る 。  
(1) 正 会 員  本 協 会 の ⽬ 的 に 賛 同 し て ⼊ 会 し た 個 ⼈ ⼜ は 団 体  
(2) 賛 助 会 員  本 協 会 の 事 業 を 賛 助 す る た め ⼊ 会 し た 個 ⼈ ⼜ は 団 体  
(⼊ 会 ) 

第 7条  正 会 員 ⼜ は 賛 助 会 員 と し て ⼊ 会 し よ う と す る 者 と な る に は 、 別 に 定
め る ⼊ 会 申 込 書 に よ り 申 し 込 み 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  



(経 費 等 の 負 担 ) 
第 8条  会 員 は 、 本 協 会 の ⽬ 的 を 達 成 す る た め 、 そ れ に 必 要 な 経 費 を ⽀ 払 う

義 務 を 負 う 。  
2 会 員 は 、 社 員 総 会 に お い て 別 に 定 め る ⼊ 会 ⾦ 及 び 会 費 を 納 ⼊ し な け れ ば

な ら な い 。  
(任 意 退 会 ) 

第 9条  会 員 は 、 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る 退 会 届 を 提 出 す る こ と に よ り 、
任 意 に い つ で も 退 会 す る こ と が で き る 。  
(除 名 ) 

第 10条  会 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る に ⾄ っ た と き は 、 第 19条 第 2項 に 定
め る 社 員 総 会 の 特 別 決 議 に よ っ て 当 該 会 員 を 除 名 す る こ と が で き る 。  
(1) こ の 定 款 そ の 他 規 則 に 反 し た と き  
(2) 本 協 会 の 名 誉 を 毀 損 し 、 ⼜ は ⽬ 的 に 反 す る ⾏ 為 を し た と き  
(3) そ の 他 除 名 す べ き 正 当 な 事 由 が あ る と き  
(会 員 資 格 の 喪 失 ) 

第 11条  前 2条 の 場 合 の ほ か 、 会 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に
は 、 そ の 資 格 を 喪 失 す る 。  
(1) 当 該 会 員 が 死 亡 し 、 ⼜ は 解 散 し た と き 。  
(2) 継 続 し て 2年 以 上 会 費 を 滞 納 し た と き 。  
(3) 総 正 会 員 の 同 意 が あ っ た と き 。  
(会 員 資 格 喪 失 に伴う権利及 び 義 務 ) 

第 12条  会 員 が 前 3条 の 規 定 に よ り そ の 資 格 を 喪 失 し た と き は 、 本 協 会 に対
す る 会 員 と し て の権利を 失 い 、 正 会 員 に つ い て は 、 ⼀ 般 法 ⼈ 法 上 の 会 員 と
し て の 地位を 失 う 。 ただし 、未履⾏ の 義 務 は 、 こ れ を免れ る こ と は で き な
い 。  

2 本 協 会 は 、 会 員 が そ の 資 格 を 喪 失 し て も 、既納 の ⼊ 会 ⾦ 、 会 費 そ の 他 の
拠出 ⾦品は 、 こ れ を返還し な い 。  

 
第 3章  社 員 総 会  

(構成 ) 
第 13条  社 員 総 会 は 、 正 会 員 を も っ て構成 す る 。  

(開催 )  
第 14条  定時社 員 総 会 は 、毎年 6⽉に 開催し 、臨時社 員 総 会 は 、 必 要 が あ る
場 合 に 開催す る 。  



 
(招集 )  

第 15条  社 員 総 会 は 、法令に 別段の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、会⻑が招集す る 。 
2 社 員 総 会 の招集通知は 、 会⽇よ り 1週間前まで に 会 員 に対し て 発 す る 。  

(権限 )  
第 16条  社 員 総 会 は 、 次 の 事 項 を 決 議 す る 。  

(1) ⼊ 会 の基準並び に 会 費 及 び ⼊ 会 ⾦ の ⾦額  
(2) 会 員 の 除 名  
(3) 役員 の選任 及 び 解 任  
(4) 役員 の報酬の額⼜ は そ の 規 定  
(5) 各 事 業 年度の 決算承 認  
(6) 定 款 の変更  
(7) 解 散  
(8) 合併並び に 事 業 の 全部及 び重要 な 事 業  
(9) 重要 な 財 産 の処分及 び譲受 け  
(10) 理 事 会 に お い て 社 員 総 会 に付議 し た 事 項  
(11) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 ⼀ 般 法 ⼈ 法 に 規 定 す る 事 項 及 び こ の 定  

款 に 定 め る 事 項  
(議 決権 )  

第 17条  社 員 は 、 各 1個 の 議 決権を有す る 。  
(議⻑ )  

第 18条  社 員 総 会 の 議⻑は 、会⻑が こ れ に 当 た る 。会⻑に 事故が あ る と き は 、
当 該 社 員 総 会 に お い て 、 議⻑を選出 す る 。  
(決 議 ) 

第 19条  社 員 総 会 の 決 議 は 、法令⼜ は こ の 定 款 に 別段の 定 め が あ る 場 合 を 除
き 、 総 正 会 員 の 議 決権の過半数を有す る 正 会 員 が 出席し 、 出席し た 正 会 員
の 議 決権の過半数を も っ て ⾏ う 。  

2 前 項 の 規 定 に か かわら ず 、 次 の 決 議 は 、 総 正 会 員 の半数以 上 で あ っ て 、
総 正 会 員 の 議 決権の 3分の 2以 上 に 当 た る多数を も っ て ⾏ う 。  
(1) 会 員 の 除 名  
(2) 監事 の 解 任  
(3) 定 款 の変更  
(4) 解 散  
(5) 公益⽬ 的 事 業 を ⾏ う た め に不可⽋な 特 定 の 財 産 の処分  



(6) そ の 他 法令で 定 め た 事 項  
3 理 事 ⼜ は監事 を選任 す る 議案を 決 議 す る に際し て は 、候補者ごと に 第 1項

の 決 議 を ⾏わな け れ ば な ら な い 。  
(代理 ) 

第 20条  社 員 総 会 に 出席で き な い 正 会 員 は 、代理 ⼈ に 議 決権の ⾏使を委任 す
る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、代理 ⼈ は 、代理権を証明す る 書⾯
を 当 法 ⼈ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(決 議 及 び報告 の省略 )  

第 21条  理 事 ⼜ は 正 会 員 が 、社 員 総 会 の ⽬ 的 で あ る 事 項 に つ い て 提案し た 場
合 に お い て 、 そ の 提案に つ い て 、 正 会 員 の 全 員 が 書⾯⼜ は電磁的記録に よ
り 同 意 の 意思表⽰ を し た と き は 、 そ の 提案を可決 す る旨の 社 員 総 会 の 決 議
が あ っ た も の と み な す 。  

2 理 事 が 正 会 員 の 全 員 に対し 、 社 員 総 会 に報告 す べ き 事 項 を通知し た 場 合
に お い て 、 そ の 事 項 を 社 員 総 会 に報告 す る こ と を 要 し な い こ と に つ い て 、
正 会 員 の 全 員 が 書⾯⼜ は電磁的記録に よ り 同 意 の 意思表⽰ を し た と き は 、
そ の 事 項 の 社 員 総 会への報告 が あ っ た も の と み な す 。  
(議 事録 )  

第 22条  社 員 総 会 の 議 事 に つ い て は 、 法令で 定 め る と ころに よ り 、 議 事録を
作成 す る 。  

2 議 事録に は 、議⻑及 び そ の 社 員 総 会 に お い て選任され た 議 事録署名 ⼈ 2名
以 上 が署名捺印し な け れ ば な ら な い 。  
(社 員 総 会 規 則 ) 

第 23条  社 員 総 会 の運営に 関 し 必 要 な 事 項 は 、法令⼜ は こ の 定 款 に 定 め る も
の の ほ か 、 社 員 総 会 に お い て 定 め る 社 員 総 会 規 則 に よ る 。  

 
第 4章  役  員  

(役員 及 び監事 ) 
第 24条  本 協 会 に 、 次 の役員 を 置 く 。  

(1) 理 事  3名 以 上 10名 以内  
(2) 監事  2名 以内  

2 理 事 の うち 1名 を代表理 事 と し 、代表理 事 を も っ て 会⻑と す る 。  
3 理 事 の うちか ら 、 2名 以内の副会⻑及 び 1名 の専務 理 事 を 定 め る こ と が で

き る 。  
(選任 ) 



第 25条  理 事 及 び監事 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 会 員 の中か ら選任 す る 。
ただし 、 必 要 が あ る と き は 、 会 員 以外の 者 か ら選任 す る こ と を妨げな い 。  

2 会⻑は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の中か ら 定 め る 。  
3 監事 は 、 本 協 会 の 理 事 ⼜ は職員 を兼ねる こ と が で き な い 。  

(任期 )  
第 26条  理 事 の 任期は 、選任後 2年 以内に終了す る 事 業 年度の うち最終の も
の に 関 す る 定時社 員 総 会 の終結の時まで と す る 。  
2 監事 の 任期は 、選任後 4年 以内に終了す る 事 業 年度の うち最終の も の に 関

す る 定時社 員 総 会 の終結の時まで と す る 。  
3 任期の満了前 に 退 任 し た 理 事 ⼜ は監事 の補⽋と し て選任され た 理 事 ⼜ は
監事 の 任期は 、 前 任 者 の 任期の残存期間と 同 ⼀ と す る 。  
(理 事 の職務権限 )  

第 27条  理 事 は 、 法令及 び こ の 定 款 の 定 め る と ころに よ り 、 そ の職務 を執⾏
す る 。  
2 会⻑は 、 本 協 会 を代表し 、 そ の 業 務 を統括す る 。  
3 副会⻑は 、 会⻑を補佐し 、 会⻑に 事故あ る と き 、 ⼜ は 会⻑が⽋け た と き

は 、 そ の職務 を代⾏ す る 。  
4 専務 理 事 は 、 会⻑及 び副課⻑を補佐し 、 本 協 会 の 業 務 を遂⾏ す る 。  

(監事 の職務 及 び権限 )  
第 28条  監事 は 、 理 事 の職務 の執⾏ を監査 し 、 法令の 定 め る と ころに よ り 、
監査報告 を作成 す る 。  

2 監事 は 、 い つ で も 、 理 事 及 び使⽤ ⼈ に対し て 事 業 の報告 を求め 、 本 協 会
の 業 務 及 び 財 産 の状況の 調 査 を す る こ と が で き る 。  
(解 任 ) 

第 29条  役員 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と が で き る 。 ただし 、
監事 の 解 任 の 決 議 は 、 第 16条 第 2項 に 定 め る 特 別 決 議 を も っ て ⾏わな け れ
ば な ら な い 。  
(報酬等 ) 

第 30条  役員 に は 、必 要 に応じ旅 費 及 び⽇当 を ⽀給す る こ と が で き る 。また 、
専務 理 事 に は 社 員 総 会 に お い て 別 に 定 め る報酬を ⽀給す る こ と が で き る 。  
(損害賠償請求 )  

第 31条  理 事 ⼜ は監事 は そ の 任 務 を怠っ た時は 、 本 協 会 に対し 、 こ れ に よ っ
て⽣じた 損害を賠償す る責任 を 負 う 。  
(責任 の ⼀部免除 ) 



第 32条  本 協 会 は 、役員 の ⼀ 般 法 ⼈ 法 第 111条 第 1項 の賠償責任 に つ い て 、法
令に 定 め る 要件に 該 当 す る 場 合 に は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 、賠償責任額
か ら 法令に 定 め る最低責任限度額を控除 し て得た額を限度と し て免除 す る
こ と が で き る 。  
(名 誉 会⻑及 び顧問 )  

第 33条  本 協 会 に 、 名 誉 会⻑及 び若⼲名 の顧問を 置 く こ と が で き る 。  
2 名 誉 会⻑及 び顧問は 、 正 会 員 の中か ら 、 理 事 会 に お い て 任期を 定 め た 上

で選任 す る 。  
3 名 誉 会⻑及 び顧問は 、無報酬と す る 。 ただし 、 そ の職務 を ⾏ う た め に 要

す る 費 ⽤ の ⽀ 払 を す る こ と が で き る 。  
(名 誉 会⻑及 び顧問の職務 ) 

第 34条  名 誉 会⻑及 び顧問は 、 会⻑の諮問に応え、 会⻑に対し 、 意 ⾒ を述べ
る こ と が で き る 。  

 
第 5章  理 事 会  

(構成 ) 
第 35条  本 協 会 に 、 理 事 会 を 置 く 。  
2 理 事 会 は 、 全 て の 理 事 を も っ て構成 す る 。  

(権限 )  
第 36条  理 事 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の職務 を ⾏ う 。  

(1) 社 員 総 会 の⽇時及 び 場 所並び に 議 事 に付す べ き 事 項 の 決 定  
(2) 規 則 の制定 、変更及 び廃⽌に 関 す る 事 項  
(3) 理 事 の職務 の執⾏ の監督  
(4) 会⻑、副会⻑及 び専務 理 事 の選定 及 び 解職  
(5) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 本 協 会 の 業 務執⾏ の 決 定  
(種類及 び 開催 )  

第 37条  理 事 会 は 、通常理 事 会 及 び臨時理 事 会 の 2種 と す る 。  
2 通常理 事 会 は 、毎年度 4回以 上 開催す る 。  
3 臨時理 事 会 は 、 次 の 各 号 の ⼀ に 該 当 す る 場 合 に 開催す る 。  

(1) 会⻑が 必 要 と 認 め た と き 。  
(2)  会⻑以外の 理 事 か ら 会 議 の ⽬ 的 で あ る 事 項 を記載し た 書⾯を も っ て

会⻑に招集の請求が あ っ た と き 。  
(3) 前 号 の請求が あ っ た⽇か ら 5⽇以内に 、そ の請求が あ っ た⽇か ら 2週間

以内の⽇を 理 事 会 の⽇と す る 理 事 会 の招集の通知が 発せら れ な い 場 合 に



お い て 、 そ の請求を し た 理 事 が招集し た と き 。  
(招集 )  

第 38条  理 事 会 は 、会⻑が招集す る 。ただし 、前 条 第 3項 第 3号 に よ り 理 事 が
招集す る 場 合 を 除 く 。  

2 会⻑は 、前 条 第 3項 第 2号 に 該 当 す る 場 合 は 、そ の請求が あ っ た⽇か ら 5⽇
以内に 、 そ の請求が あ っ た⽇か ら 2週間以内の⽇を 理 事 会 の⽇と す る 理 事
会 の招集の通知を 発 し な け れ ば な ら な い 。  
(議⻑ )  

第 39条  理 事 会 の 議⻑は 、 会⻑が こ れ に 当 た る 。  
(決 議 ) 

第 40条  理 事 会 の 決 議 は 、 こ の 定 款 に 別段の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 議 決 に
加わる こ と が で き る 理 事 の過半数が 出席し 、 そ の過半数を も っ て ⾏ う 。  
(決 議 の省略 )  

第 41条  理 事 が 、理 事 会 の 決 議 の ⽬ 的 で あ る 事 項 に つ い て 提案し た 場 合 に お
い て 、 そ の 提案に つ い て 、 議 決 に加わる こ と の で き る 理 事 の 全 員 が 書⾯⼜
は電磁的記録に よ り 同 意 の 意思表⽰ を し た と き は 、 そ の 提案を可決 す る旨
の 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。 ただし 、監事 が異議 を述べ た と き
は 、 こ の限り で な い 。  
(報告 の省略 )  

第 42条  理 事 ⼜ は監事 が 理 事 及 び監事 の 全 員 に対し 、理 事 会 に報告 す べ き 事
項 を通知し た 場 合 に お い て は 、 そ の 事 項 を 理 事 会 に報告 す る こ と を 要 し な
い 。 ただし 、 ⼀ 般 法 ⼈ 法 第 91条 第 2項 の 規 定 に よ る報告 に つ い て は 、 こ の
限り で な い 。  
(議 事録 )  

第 43条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 法令で 定 め る と ころに よ り 、 議 事録を作
成 す る 。  

2 出席し た代表理 事 及 び監事 は 前 項 の 議 事録に署名 ⼜ は記名押印す る 。  
(理 事 会 規 則 ) 

第 44条  理 事 会 に 関 す る 事 項 は 、 法令⼜ は こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、 理
事 会 に お い て 定 め る 理 事 会 規 則 に よ る 。  

 
第 6章  計  算  

(事 業 年度 )  
第 45条  本 協 会 の 事 業 年度は 、毎年 4⽉ 1⽇か ら翌年 3⽉末⽇まで の 年 1期と す



る 。  
(事 業計画及 び収⽀予算 )  

第 46条  本 協 会 の 事 業計画書 、収⽀予算書 に つ い て は 、毎事 業 年度、 会⻑が
作成 し 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 、 社 員 総 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
こ れ を変更す る 場 合 も 、 同様と す る 。  

2 前 項 の 書類に つ い て は 、 主 た る 事 務 所 に 、 当 該 事 業 年度が終了す るまで
の間備え置 く 。  
(事 業報告 及 び 決算 )  

第 47条  本 協 会 の 事 業報告 及 び 決算に つ い て は 、毎事 業 年度終了後、 会⻑が
次 の 書類を作成 し 、監事 の監査 を 受 け 、 理 事 会 の 承 認 を 経 て 定時社 員 総 会
に 提 出 し 、 第 1号 及 び 第 2号 の 書類に つ い て は そ の内容を報告 し 、 第 3号 か
ら 第 5号まで の 書類に つ い て は 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 事 業報告  
(2) 事 業報告 の附属明細書  
(3) 貸借対照表  
(4) 損益計算書（正味財 産増減計算書）  
(5) 貸借対照表及 び 損益計算書（正味財 産増減計算書）の附属明細書  

2 前 項 の 書類の ほ か 、 次 の 書類を 主 た る 事 務 所 に 5年間備え置 き 、 ⼀ 般 の閲
覧に供す る と と も に 、 定 款 及 び 社 員 名簿を 主 た る 事 務 所 に備え置 き 、 ⼀ 般
の閲覧に供す る も の と す る 。  
(1) 監査報告  
(2) 会計監査報告  
(3) 理 事 及 び監事 の 名簿  
(4) 理 事 及 び監事 の報酬等 の ⽀給の基準を記載し た 書類  
(5)  運営組織及 び 事 業 活動の状況の概要 及 び こ れ ら に 関 す る数値の うち
重要 な も の を記載し た 書類  

(余剰⾦ の分配 )  
第 48条  本 協 会 は 、剰余⾦ の分配を ⾏わな い 。  
 

第 7章  定 款 の変更、 解 散 及 び精算  
(定 款 の変更 )  

第 49条  こ の 定 款 は 、 社 員 総 会 に お い て 、 第 19条 第 2項 に 定 め る 特 別 決 議 を
も っ て変更す る こ と が で き る 。  

2 本 協 会 が 認 定 法 の 規 定 に基づく 公益認 定 を 受 け た 場 合 に お い て 、 前 項 の



変更を ⾏ っ た と き は 、遅滞 な く ⾏政庁に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
(解 散 ) 

第 50条  本 協 会 は 、 ⼀ 般 法 ⼈ 法 第 148条 第 1号 、 第 2号 及 び 第 4号 か ら 第 7号ま
で に 規 定 す る 事 由 に よ る ほ か 、 社 員 総 会 に お い て 、 第 19条 第 2項 に 定 め る
特 別 決 議 に よ り 解 散 す る こ と が で き る 。  
(残余財 産 の帰属等 ) 

第 51条  本 協 会 が清算を す る 場 合 に お い て有す る残余財 産 は 、社 員 総 会 の 決
議 を 経 て 、 公益社 団 法 ⼈ 及 び 公益財 団 法 ⼈ の 認 定 等 に 関 す る 法 律 (平 成 18
年 法 律 第 49号 )第 5条 第 17号 に 掲げる 法 ⼈ ⼜ は国若し く は 地 ⽅ 公共団 体 に
帰属させる も の と す る 。  

2 本 協 会 は剰余⾦ の分配を ⾏わな い 。  
 

第 8章  委員 会  
(委員 会 ) 

第 52条  本 協 会 の 事 業 を推進す る た め に 必 要 あ る と き は 、 理 事 会 は 、 そ の 決
議 に よ り 、委員 会 を設置 す る こ と が で き る 。  

2 委員 会 の委員 は 、 会 員 及 び学識経験者 の うちか ら 理 事 会 が選任 す る 。  
3 委員 会 の 任 務 、構成 及 び運営に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ り

別 に 定 め る 。  
 

第 9章  事 務局  
(設置 等 ) 

第 53条  本 協 会 の 事 務 を処理 す る た め 、 事 務局を設置 す る 。  
2 事 務局に は 、 事 務局⻑及 び 所 要 の職員 を 置 く 。  
3 事 務局⻑及 び職員 は 、 会⻑が 任免す る 。  
4 事 務局の組織及 び運営に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会⻑が 理 事 会 の 決 議 に よ り

別 に 定 め る 。  
 

第 10章  情報公 開 及 び 個 ⼈情報の 保護  
(情報公 開 ) 

第 54条  本 協 会 は 、 公 正 で 開 か れ た 活動を推進す る た め 、 そ の 活動状況、運
営内容、 財 務 資料等 を積極的 に 公 開 す る も の と す る 。  

2 情報公 開 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 別 に 定 め る情報公
開 規程に よ る 。  



 
(個 ⼈情報の 保護 )  

第 55条  本 協 会 は 、業 務 上知り得た 個 ⼈情報の 保護に万全 を期す る も の と す
る 。  

2 個 ⼈情報の 保護に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 定 め る 。  
 

第 11章  附  則  
(設⽴時の役員 ) 

第 56条  本 協 会 の設⽴時理 事 、設⽴時代表理 事 及 び設⽴時監事 は 、 次 の と お
り と す る 。  
設⽴時理 事  松嶋⼀郎  近藤雄⼀郎  新井敬⼦  新井規夫  
      新井雄⼀  ⽯⼭陽介  江原敦⼦  
設⽴時代表理 事  松嶋⼀郎  
設⽴時監事  飯野義浩  峯﨑克明  

(設⽴時社 員 の⽒名 及 び住所 ) 
第 57条  設⽴時社 員 の⽒名 及 び住所 は 、 次 の と お り で あ る 。  

群 ⾺ 県 み ど り 市⼤間々町桐原 245番地 5 
設⽴時社 員  松嶋⼀郎  
群 ⾺ 県 み ど り 市⼤間々町⼤間々 1128番地 3 
設⽴時社 員  近藤雄⼀郎  
(委任 ) 

第 58条  こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、 本 法 ⼈ の運営に 必 要 な 事 項 は 、 理 事
会 の 決 議 に よ り 別 に 定 め る 。  
(法令の準拠 )  

第 59条  こ の 定 款 に 定 め の な い 事 項 は 、全 て ⼀ 般 法 ⼈ 法 そ の 他 の 法令に従う 。 
 

以 上 、 ⼀ 般 社 団 法 ⼈ み ど り 市 観 光 協 会設⽴に際し 、設⽴時社 員松嶋⼀郎及  
び近藤雄⼀郎の 定 款作成代理 ⼈ で あ る司法 書⼠曽根務 は 、電磁的記録で あ る
本 定 款 を作成 し 、電⼦署名 を す る 。  
 
令和５年３⽉９⽇  
 
設⽴時社 員  松嶋⼀郎  
設⽴時社 員  近藤雄⼀郎  



改訂履歴  
１  改訂⽇：令和６年６⽉２６⽇（令和６年度社 員 総 会）  
改訂条 項：  第１章 総 則  第４条 第１項  

 


